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衆
議
院
議
員
櫻
井
周
君
提
出
保
健
所
の
業
務
効
率
化
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
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一
に
つ
い
て 

 
 

政
府
と
し
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
の
拡
大
に
よ
り
、
保
健
所
の
業
務
に
様
々
な
課
題
が
生
じ
て
い

る
こ
と
を
踏
ま
え
、
例
え
ば
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
軽
症
者
等
で
あ
っ
て
自
宅
療
養
を
行
う
者
の
健
康
観
察
を

効
率
化
す
る
シ
ス
テ
ム
の
開
発
、
住
民
か
ら
の
問
合
せ
に
係
る
業
務
の
地
域
の
医
師
会
等
へ
の
委
託
の
積
極
的
な
活
用
等
に

よ
る
保
健
所
の
業
務
に
関
す
る
体
制
の
見
直
し
の
方
針
や
縮
小
・
延
期
等
の
柔
軟
な
対
応
が
可
能
な
業
務
の
都
道
府
県
等
に

対
す
る
周
知
等
に
よ
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
対
応
に
関
す
る
保
健
所
の
業
務
の
効
率
化
に
取
り
組
ん
で
き
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 
 

さ
ら
に
、
都
道
府
県
等
に
対
し
て
、
今
般
、
改
め
て
「
今
後
の
感
染
拡
大
に
備
え
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係

る
保
健
所
体
制
の
整
備
等
に
つ
い
て
」
（
令
和
三
年
十
月
一
日
付
け
厚
生
労
働
省
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
推
進

本
部
事
務
連
絡
）
に
よ
り
、
今
後
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
に
対
応
す
る
た
め
の
「
保
健
・
医
療
提
供

体
制
確
保
計
画
」
の
策
定
に
当
た
り
、
全
国
の
保
健
所
の
業
務
の
効
率
化
に
関
す
る
好
事
例
を
示
し
つ
つ
、
保
健
所
の
体
制

整
備
等
を
依
頼
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 



 

２ 

 

二
に
つ
い
て 

 
 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
自
立
支
援
医
療
費
の
支
給
認
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
支
給
認
定
の
申
請
に
係
る
障
害
者
等
の
治

療
状
況
に
加
え
、
当
該
障
害
者
等
又
は
そ
の
属
す
る
世
帯
の
他
の
世
帯
員
の
所
得
の
状
況
に
応
じ
た
適
正
な
給
付
を
確
保
す

る
観
点
か
ら
、
そ
の
有
効
期
間
を
一
年
以
内
と
し
て
お
り
、
当
該
有
効
期
間
を
一
年
を
超
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
は
考
え
て

い
な
い
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
治
療
費
の
所
得
制
限
を
廃
止
す
る
」
の
趣
旨
が
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者

に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に

お
い
て
は
、
負
担
能
力
に
応
じ
た
負
担
と
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
都
道
府
県
等
は
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
患
者
若
し
く

は
そ
の
配
偶
者
又
は
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
八
百
七
十
七
条
第
一
項
に
定
め
る
扶
養
義
務
者
（
以
下

「
患
者
等
」
と
い
う
。
）
が
法
第
三
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
医
療
に
要
す
る
費
用
（
以
下
「
医
療
費
」
と
い
う
。
）

の
全
部
又
は
一
部
を
負
担
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
限
度
に
お
い
て
、
医
療
費
の
負
担
を
要
し
な



 

３ 

 

い
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
都
道
府
県
等
は
、
当
該
規
定
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
患
者
等
の
所
得
税
額
等
の
必
要
な
情
報
を
把

握
し
、
医
療
費
の
負
担
を
求
め
る
対
象
者
及
び
そ
の
限
度
に
つ
い
て
適
切
に
認
定
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

 
 

な
お
、
今
般
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
保
健
所
の
業
務
負
担
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
等
を
踏
ま

え
、
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
に
よ
る

医
療
の
公
費
負
担
の
申
請
手
続
に
つ
い
て
（
周
知
）
」
（
令
和
三
年
五
月
二
十
六
日
付
け
厚
生
労
働
省
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
対
策
推
進
本
部
事
務
連
絡
）
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
患
者
等
が
全
部
又
は
一
部
を
負
担
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
都
道
府
県
等
が
認
め
る
に
当
た
っ
て
、
退
院
後
の
当
該
患
者
等
の
居
所
が
不
明
で
あ
る
こ
と
等
に
よ
り
連

絡
を
と
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
等
は
、
所
得
証
明
書
等
の
添
付
書
類
の
提
出
を
省
略
し
て
差
し
支
え
な
い
こ
と
を
周
知
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 


